
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
中
「
保
護
者
の
」
を
「
経
済
的
な
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
成
年
に
達
し
て
い
る
生
徒
に
関
す
る
手
続
の
特
例
）

第
二
十
八
条
の
八

第
二
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
徒
が
成
年
に
達
し
て
い

る
場
合
は
、
当
該
各
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
者
の
連
署
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
生
徒
が
成
年
に
達
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
生
徒
が
入
舎
願
又
は
退
舎
願
を

校
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「保

護
者

」
を
「保

護
者
等

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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